
－ 建築物エネルギー消費性能向上計画の認定申請の手数料 － 

１．認定申請手数料（法第２９条第 1 項に基づく申請） 

① 住宅の部分の認定申請 

評価

方法 
住宅の部分の床面積の合計 

適合証の提出が 

あ る 場 合 

適合証の提出が 

な い 場 合 

性 

能 

基 

準 

一戸建て

の住宅 

200 ㎡未満のもの ５，８００円 ３２，２００円 

200 ㎡以上のもの ５，８００円 ３５，８００円 

共同住宅 

300 ㎡未満のもの １０，０００円 ６３，４００円 

300 ㎡以上 2,000 ㎡未満のもの ２２，４００円 １０７，６００円 

2,000 ㎡以上 5,000 ㎡未満のもの ４４，６００円 １８０，２００円 

5,000 ㎡以上のもの ７６，４００円 ２５６，５００円 
 

② 非住宅の部分の認定申請 

評価

方法 
非住宅の部分の床面積の合計 

適合証の提出が 

あ る 場 合 

適合証の提出が 

な い 場 合 

モ
デ
ル
建
物
法 

300 ㎡未満のもの １０，０００円 ７９，６００円 

300 ㎡以上 1,000 ㎡未満のもの １９，０００円 １０２，５００円 

1,000 ㎡以上 2,000 ㎡未満のもの ２８，４００円 １３５，２００円 

2,000 ㎡以上 5,000 ㎡未満のもの ７６，４００円 ２１６，３００円 

5,000 ㎡以上 10,000 ㎡未満のもの １１８，４００円 ２８１，１００円 

10,000 ㎡以上 25,000 ㎡未満のもの １４８，４００円 ３３６，９００円 

25,000 ㎡以上のもの １８４，４００円 ３９４，６００円 
 

③ 非住宅の部分の認定申請 

評価

方法 
非住宅の部分の床面積の合計 

適合証の提出が 

あ る 場 合 

適合証の提出が 

な い 場 合 

標
準
入
力
法
等 

300 ㎡未満のもの １０，０００円 ２０５，７００円 

300 ㎡以上 1,000 ㎡未満のもの １９，０００円 ２５６，９００円 

1,000 ㎡以上 2,000 ㎡未満のもの ２８，４００円 ３３４，５００円 

2,000 ㎡以上 5,000 ㎡未満のもの ７６，４００円 ４７５，６００円 

5,000 ㎡以上 10,000 ㎡未満のもの １１８，４００円 ５８４，９００円 

10,000 ㎡以上 25,000 ㎡未満のもの １４８，４００円 ６９０，５００円 

25,000 ㎡以上のもの １８４，４００円 ７８７，２００円 

 

２．計画変更に伴う認定申請手数料（法第３１条第１項の規定に基づく変更） 

①床面積を増加しようとする場合 

・増加をしようとする床面積に応じて、法第３４条第 1 項に基づく認定申請と同じ方法で算出

した金額 

②その他の変更の場合（軽微な変更は除く） 

・法第３４条第 1項に基づく認定申請の表の該当箇所の金額×1/2 

※100 円未満の端数があるときは切り上げ 

 

３．認定（変更）申請に合わせて建築基準関係規定への適合審査の申出を行う場合 

・１．２．で算出した認定（変更）申請手数料に、申し出件数１件につき確認申請相当額を加

算した額（詳しくは上越市手数料条例をご覧ください） 


